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基本方針１ 市民サービスの向上 
 

○行政サービスは、時代の潮流や多様化する市民ニーズを的確に捉え、市民にとって

満足度の高いサービスを提供することが望まれています。 

○このことから、事業の検証を行うとともに、窓口などのサービス向上、市民ニーズに

対応した情報システムの構築などを行い、市民にとって満足度の高いサービスを提供

します。 
 

 

（１）市民ニーズに対応したサービスの向上                   

市民利用施設や窓口などのサービス向上に努めるとともに、市民ニーズを的確に捉え、市民

に満足度の高いサービスを提供します。 
 

番号 1-(1)-1 項 目 市民サービスの向上 

課 題 市民生活を支える公的なサービスに対する市民ニーズは、多様化、多元化してい

る。 

一方で、地方分権の進展や経済情勢の変化などから財源の確保が困難な状況であ

り、ニーズに応えるための新たな政策等を展開することが困難である。 

方 針 時代の潮流や、多様化する市民ニーズを的確に捉え、市民にとって満足度の高いサ

ービスを提供する。窓口業務向上に向けた取組（キャッシュレス化等）や、予算を伴

わない(人件費と寡少の需用費などで実施するものを含む)事業についても研究し、

市民満足度をあげる。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

〇スマートフォン対応サイトを運用する。 

〇外国人の利便性向上を図るため、市公式

ホームページの翻訳言語を見直しする。 

〇スマートフォン対応サイトの運用を継続して実施し

た。 

〇市公式ホームページの多言語化を継続して実施した。 

【翻訳言語 計１０か国語】 

〇災害時等に、防災・防犯メールや防災行

政無線等で情報発信しているが、多様化

する情報の中、防災行政無線が聞こえづ

らい、携帯電話を持っていない等、情報

をとりづらい人にも、新たな情報伝達手

段の方法を検討する。 

 

 

〇戸別受信機の導入補助を実施した。 

〇多様な情報伝達手段の周知に努めた。 

・メール登録者数 8,049 人 

【Ｒ４年度 7,974人】 

・メール配信回数 436回 

【Ｒ４年度 486回】 

・フリーダイヤル利用回数 1,740回 

【Ｒ４年度 1,502回 】 
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〇福祉に関する問題・悩みに対し身近な相

談窓口と断らない相談体制の充実を図

る。 

〇地域に身近な相談窓口として、福祉総合相談窓口を運

用するとともに、他の相談機関との連携により、複雑

化･多様化する福祉ニーズに対応することができた。 

○閉庁時でも各種証明書等を取得できるよ

う、取得機会の拡大を検討する。 

 

○令和 3 年 2 月 1 日より開始した住民票の写し及び印

鑑証明書のコンビニ交付サービスを拡大するためマ

イナンバーカードの普及率向上を目的とした交付申

請の出張サポートを高齢者施設等にて行った。 

○多様化する市民ニーズに対応するため、

市税等の納付環境の整備を行う。 

〇令和 5年 4月 1日から市税納付書に「eL-QR(QRコード)」

を追加した。 

○スマートフォンアプリを使用したキャッシュレス決 

済の推進。 

スマホ決済アプリ利用件数 6,157件 

【Ｒ４年度 4,086件】 

○多様化する市民ニーズに対応するため、

保育料等の納付環境の整備を行う。 

○令和３年１月より、スマートフォンアプリを使用した

保育料等のキャッシュレス決済を実施し、納付の選択

肢が増え、市民サービスの向上に繋がった。 

・スマホ決済アプリ利用件数 255件 

※後期高齢者医療保険料、介護保険料含む。 

【Ｒ４年度 324件】 

○スマートフォンアプリを使用した後期高齢

者医療保険料のキャッシュレス決済及びコ

ンビニ納付の運用実施。また、その運用の

周知やＰＲの拡充を図る。 

○令和３年度より、スマートフォンアプリを使用した後

期高齢者医療保険料のキャッシュレス決済及びコン

ビニ納付を実施し、納付の選択肢が増え、市民サービ

スの向上に繋げることができた。 

○スマートフォンアプリを使用した介護保

険料のキャッシュレス決済及びコンビニ

納付の運用継続。また、その運用の周知

やＰＲの拡充を図る。 

○令和３年度より、スマートフォンアプリを使用した介

護保険料のキャッシュレス決済及びコンビニ納付を

実施し、納付の選択肢が増え、市民サービスの向上に

繋げることができた。 

 

〇市営運動場・社会体育館の予約状況を、「富

里市公共施設予約システム」内で24時間予

約状況の確認と施設予約することが可能と

なり、市民サービス向上に寄与する 

○市営運動場・社会体育館利用の予約状況を、「富里市

施設予約システム(令和 4年 10月導入)」により 24時

間予約状況の確認と施設予約することができ、市民サ

ービスに繋げることができた。 

 

〇中央公民館の利用予約状況を市公式ホー

ムページに掲載する。 

〇令和 5年度に新たに導入する「富里市公

共施設予約システム」内で 24時間予約状

況の確認と施設予約することが可能とな

り、市民サービス向上に寄与する。 

〇中央公民館利用の予約状況を、4月～12月までの間、

月１回市公式ホームページに掲載した。 

〇令和 6 年 1 月以降は「富里市施設予約システム(令和

5 年 10 月導入)」により 24 時間予約状況の確認と施

設予約することが可能となり、市民サービスに繋げる

ことができた。 
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〇北部コミュニティセンター及び中部ふれ

あいセンターに「富里市公共施設予約シ

ステム」を導入し、24時間いつでもどこ

からでも予約状況の確認と施設予約を可

能とすることで、市民サービス向上に寄

与する。 

〇令和 5 年 10 月に北部コミュニティセンター及び中部

ふれあいセンターに「富里市公共施設予約システム」

を導入し、予約状況の公開を開始し、令和 6年度利用

分からシステムによる予約も可能としたことで、市民

サービス向上を図ることができた。 

○農林業センターの予約状況を市公式ホー

ムページ上で、月1回更新公開をする。 

○最新の予約状況が確認できるよう、随時公開を行っ

た。 

 

 

番号 1-(1)-2 項 目 要望・提案・意見等の情報の管理 

課 題 市民ニーズを把握するために「市長への手紙」やメールによる「市政へのご意見」を

実施し、ご意見・ご提案をいただいているが、いただいたご意見・ご提案をより有効

に活用することが必要である。 

方 針 「市長への手紙」やメールによりいただいたご意見・ご提案を始め、それ以外の手法

により寄せられたご意見についても、有効に活用し市の施策への反映を図るため、各

課と連携し情報を共有する。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○市民の声を幅広く収集し、市民ニーズを

的確に把握するため、「市長への手

紙」、「市政へのご意見・ご提案」を実

施する。 

 

○「市政へのご意見・ご提案」及び「市長への手紙」の合

計で、１１０件のご意見をいただき、市民の声を幅広

く収集し、市民ニーズを的確に把握することができた。 

【Ｒ４年度 受付件数５９件】 
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（２）情報提供の推進                           

市民への説明責任を果たすとともに、透明で開かれた市政を進めるため、積極的で分か

りやすい情報の提供・公開に努めます。 

番号 1-(2)-1 項 目 オープンデータ※への取組 

課 題 国の計画である「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計

画」において、令和 2年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率 100％を

目標とすることが掲げられた。 

方 針 オープンデータの推進に関する方針や利用規約等を整え、ホームページにデー

タを公開できるよう整備を図る。 

※【オープンデータ】国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データで、国民の誰もがインタ

ーネットと通じて容易に利用（編集・加工・再配布等）できるよう次の①～③に該当する形で公開

されたデータのこと。①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの。

②機械判読に適したもの。③無償で利用できるもの。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○令和2年2月1日にオープンデータの推進に

関する方針や利用規約等を整え、市公式

ホームページに推奨データセット7種を公

開しており、以降もオープンデータの更

なる拡充に努める。 

○11種類のオープンデータ一覧を掲載した。 
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令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○市公式ホームページに審議会の一覧と各

月の会議開催情報を掲載するため、新設

の審議会と開催情報の提出を各課等に依

頼する。 

○市公式ホームページに審議会の一覧と各月の会

議開催情報を掲載し、諮問各会議のリンク先があ

るものについてリンクを掲載した。 

○市民への情報提供を図ることにより、会議の傍聴

等による市民参画機会の推進に努めた。 

○富里市の財政状況について、当初予算や

決算等を市公式ホームページや広報とみ

さとに掲載するなど、表現方法や提供手

法を検討し、市民への情報提供を図る。 

○富里市の財政状況について、わかりやすい表現等

を用いて財政状況資料集を市公式ホームページ

で公表したほか、当初予算編成、決算等を広報と

みさとに掲載し、市民への情報提供を図った。 

○市公式ホームページに掲載している全て

のコンテンツの内容・表現・分類を見直

し、市民等が情報収集しやすい構成にす

る。 

○市公式ホームページトップ画面に画像を用いて

視覚的にも分かりやすい情報提供に努めた。ま

た、各課等からの市公式ホームページ承認申請を

受け、都度コンテンツの内容・表現・分類を見直

し、市民等が情報収集しやすい構成となるよう努

めた。 

○広報とみさとの情報が伝わりやすい紙面

レイアウトの調査検討を行う。 

○市公式LINEを用いた情報発信、報道機関等

に対するプレスリリースを積極的に行う。 

○情報発信において、各課等へ積極的に打診を行

い、市民等への周知に努めた。 

 ・市公式 LINE配信回数 １８３回 

・プレスリリース（記者会見を除く） １０４回 

○富里市防災マップを、市民課窓口におい

て転入者に配布を行い、住民がとるべき

行動、避難所等の情報を周知する。 

○富里市防災マップを作成し、市民課窓口において

転入者へ配布をすることで、住民がとるべき行動

や避難所等の情報を周知することができた。 

 

○農業に関する様々な情報について、農業

連絡協議会、農家組合長回覧等を活用

し、提供に努める。 

○市・ＪＡ富里市等からの情報提供として農家組合 

長回覧を毎月、また、農業連絡協議会情報交換会

を年３回実施した。 

○市公式ホームページ、防災メール、JA富里市広報

紙、SNSを活用して迅速な情報提供に努めた。 

 

番号 1-(2)-2 項 目 行政情報の積極的な提供 

課 題 広報紙、ホームページ、パンフレットなどを活用し、情報提供に努めているが、

市民からは情報が分かりにくいという指摘がある。 

方 針 庁内各課に配置する広報主任などにより、情報の表現方法や提供の手法などに

ついて調査研究し、市民により良い方法で積極的な情報提供を図る。 
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○子育てに関わる関係機関や団体と連携し

｢とみさと子育て応援ブック｣の配布を行

う。 

○最新版となる令和５年度版｢とみさと子育て応援

ブック｣の作成を行った。子育てに関わる関係機

関や団体と連携し配布を行い、子育てに必要な情

報を提供した。 

○イベント開催情報の表現方法や、提供の

手法などについて調査研究し、市民によ

り良い方法で積極的な情報提供を図る。 

○イベント等開催情報の提供については、広報とみ

さと、市公式ホームページに加え、プレスリリー

ス、行政パートナー回覧などのほか即時性を考慮

した市公式 LINEの活用によるなど、市民の参加、

活動等の活性化につながる方法を実施した。 

○議会広報紙に掲載している全ての内容・

表現を見直し、市民等が情報収集しやす

い構成にする。また、配架場所も市内公

共施設に限らず、コンビニエンスストア

等にも配架の協力を得て、広く議会情報

の提供に努める。 

○議会広報紙について、令和 5年度中における市内

コンビニエンスストア等、配架協力場所からの残

部回収は、218号が 165部中 16部、219号が 175

部中 6部、220号が 165部中 12部、221号が 210

部中 15部であった。 

〇新規配架協力店舗として、商業施設５施設、コン

ビニエンスストア１店に協力いただき、議会情報

の提供場所を増やすことができた。 

〇市公式ホームページについて引き続き、議会の日

程や結果、傍聴の仕方、インターネット中継

（YouTubeへのリンク）等を掲載し、また、YouTube

にて引き続き、本会議のライブ配信を行い、積極

的な議会情報の提供を図った。 
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（３）電子市役所の推進                          

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、市民ニーズに対応したサービスを提供し、市民サー

ビスのより一層の向上を図ります。 

番号 1-(3)-1 項 目 行政手続の電子化 

課 題 マイナンバー制度により、各種の行政手続が変わることが予想され、今後より

一層、行政手続の電子化による市民サービスの向上が求められる。 

方 針 マイナンバー制度の進捗に合わせて、市民ニーズに対応したサービスについて

調査検討を行う。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○マイナンバーカードを活用したオンライ

ン行政手続について、市民ニーズに応じ

たサービスの調査・検討を行う。 

 

○子育て関連、介護、転入・転出手続き等に関する

行政手続きのオンライン化に続き、令和５年度は

消防に関する行政手続きをマイナポータルから

オンラインで手続きできるよう整備した。 

 

 

番号 1-(3)-2 項 目 情報資産の保全及び市民サービスの継続 

課 題 情報資産の保全及び災害時における市民サービスの継続を図り、市民の安全・

安心確保に取り組む必要がある。 

方 針 情報資産の保全及び災害時の業務継続等を考慮し、引き続きクラウド環境への

システム移行を推進する。また、情報セキュリティ上の脅威・課題等について、

その対応方策を継続的に推進する。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○技術的セキュリティを含め、情報セキュ

リティの向上に資する方策を調査・検討

し随時実施する。 

○ｅ－ラーニング研修を実施し、人的セキュリティ

の向上を図った。 
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番号 1-(3)-3 項 目 RPA等※の導入による業務効率化 

課 題 行政課題の多様化・複雑化による業務量の増加に伴い、長時間勤務による業務

遂行が恒常化し、単純・定型的業務を自動化にすることにより、市民サービス

の向上及び働き方改革を推進する必要がある。 

方 針 本市の事務の効率化・省力化を図る手法の一つとして AI・RPA等の導入に向けた

調査・研究を行う。 

※【RPA】Robotics Process Automationの略。人が行うパソコン業務の一部をソフトウェア型のロ

ボットが代行・自動化する技術。データの抽出や転記、ファイル作成、システム間データの受け渡し

といった定型的な業務が主な対象。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○業務効率化の向上に資するAI・RPA等を調

査・検討する。 

○技術の発展状況を見据えながら、現状の技 

術情報の収集を図った。 

○「富里市ＣｈａｔＧＰＴ等の生成ＡＩの活

用に関するガイドライン(試行版)」試行的

な取組を進めた。 

※【AI】Artificial Intelligenceの略。人工的な方法による学習、推論、判断などの知的な機能の

実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術のこと。画像の認識や音声認識、

言語処理、データ予測などに利用される。 
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基本方針２ 市民との協働の推進 

○地方分権社会の進展、少子高齢化や市民ニーズの多様化など、時代の変革により 

生じた公共の領域の変化や行政だけでは解決できない領域への対応が課題となって 

います。 

○市では、この課題により効果的かつ効率的に取り組むため、まちづくりは「自助、

共助、公助」という考え方に立ち、この共助の領域を協働という手法により取り組

むこととしています。 

○この協働によるまちづくりを実現することにより、行政では十分に行き届かない 

課題へも柔軟な対応が可能になるとともに、地域社会の再生にもつながることが 

期待されます。  

○このため、協働のシステムを構築するとともに市民参画の一層の推進に努めます。 

 

（１）市民協働のシステムづくり                     

公共の領域のズレや行政だけでは解決できない課題への対応を共助で取り組むため、

協働のまちづくり推進計画に基づき、協働によるまちづくりを推進するための環境な

どの整備を進めます。 

番号 2-(1)-1 項 目 協働のまちづくり推進計画の見直し 

課 題 協働のまちづくりを推進するために平成 23年度より協働のまちづくり推進計画

を策定し取り組んでいるところであるが、計画が令和 2 年度で期限を迎えるこ

とから次期計画に向けて、現状を踏まえ内容を見直すことが必要となっている。 

方 針 協働のまちづくり推進計画の見直しを行う。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○第２次富里市協働のまちづくり推進計画

（改訂版）及び実行計画の施行 

 

○公募の市民、地域コミュニティ関係者、有識者、

その他市長が認めるもので構成する協働のまち

づくり推進委員会を 5回開催。第２次富里市協働

のまちづくり推進計画（改訂版）及び実行計画に

基づき実施した事業について、検証を行った。 
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番号 2-(1)-2 項 目 協働のまちづくり推進の環境整備 

課 題 協働のまちづくりを推進するためには、活動の場や交流の場の整備、市民主導の

まちづくりの制度などが必要とされている。 

方 針 協働のまちづくり推進計画に基づき、協働のまちづくり推進のための環境整備

を図る。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○「第２次富里市協働のまちづくり推進計

画（改訂版）」を展開し、協働のまちづく

り推進のための環境整備を図る。 

 

○第２次富里市協働のまちづくり推進計画(改訂

版）の実行計画２７事業について、実施した。 
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（２）協働事業の推進                           

地域の多様な主体や諸資源を結びつけ、地域の課題などをより身近なところで解決す

るなど、市民や各種活動団体などと協働によるまちづくりを推進し、地域社会の再生

を図ります。 

番号 2-(2)-1 項 目 地域活動の支援 

課 題 地方分権や少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化・高度化、厳しい財政状況、

コミュニティの断片化など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しており、

従来の公共サービスや新たに発生するニーズの全てを担い続けることは極めて

難しくなっている一方で、地域の公共的課題の解決に自ら進んで取り組もうと

する市民や市民活動団体などが増えている。総合計画で定めた富里市が目指す

姿を実現するために地域活動に取り組む市民活動団体等を支援していく必要が

ある。 

方 針 市民の発想や創造力、得意分野を生かしながらより良い公共サービスを提供し、

新しい公共空間の運営を進めていくことが求められていることから、市民活動

を行うものに対して様々な支援を実施する。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○アダプトプログラム登録団体等に対して

物品の支給等を行い、活動を支援する。

目標として新規加入団体を１団体増や

す。 

 

○登録数（団体・個人）53 件 

【Ｒ４年度 登録数 59件】 

○登録ボランティア数 1,342 人 

【Ｒ４年度 登録ボランティア数 1,383人】 

○延べ距離数 83,265ｍ 

【Ｒ４年度 延べ距離数 88,315ｍ】 

○（一財）自治総合センターが実施する一

般コミュニティ助成事業を活用し、コミ

ュニティ活動に必要な備品購入に対する

支援を行う。 

○活動拠点となる集会所の修繕等の支援、

防犯対策として防犯灯の設置等の支援を

行うとともに、地域の課題解決に自ら取

り組んでいる市民活動団体、区・自治会

に対し、支援・助言を行う。 

 

以下の補助金等による支援を行った。 

〇一般コミュニティ助成事業補助金1,300,000円 

〇地域集会所建設等補助金   500,000円 

〇区長会事業補助金      285,000円 

〇防犯灯設置等補助金    4,516,100円 

〇市交通安全協会連合会補助金 342,000円 

〇市防犯指導員連合会補助金  547,200円 

〇防犯パトロール車両貸出    計 426日 

（ワゴン R 51日、スペーシア 189日、ワゴン Rパ

ンダ 186日) 
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○ふるさと応援寄附金の基金の活用及びPR

を図るとともに、寄附などによる「市民

が市民活動を支える」仕組みづくりを拡

充し、市民活動団体が実施するクラウド

ファンディングの運用方法について、調

査・研究する。 

○市民活動支援補助金について、より活用しやすく

するため、令和５年度から各部門を統合。市民活

動団体からの提案により審査を実施し支援を行っ

た。  

合計 3件 補助金額 400,000 円 

（内訳） 1．補助金額 200,000円 

2．補助金額 140,000 円 

3．補助金額 60,000 円 

【Ｒ４年度 3件 400,000円】 

○自治会等が実施する道路管理作業に対し、

草等の回収、側溝等の汚泥回収を行う。 

 

〇実施に際し以下の件数であった。 

・用具の貸出 2件【Ｒ４年度 2件】 

・草等の回収 5件【Ｒ４年度 31件】 

・側溝等の汚泥回収 41件【Ｒ４年度 67件】 

○公園内における除草及び清掃等の日常管

理を協定締結による住民参加により行

う。 

 

○公園内における除草及び清掃等の日常管理を協

定締結による住民参加により行った。 

・管理協定締結数 46団体 67公園 

【Ｒ４年度 48団体 69公園】 
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（３）市民参画のまちづくり                        

市民とともに富里市を築くため、パブリックコメントなどにより市民の市政への参画

機会を保障するとともに、まちづくりに関する情報を共有し、参画機会拡大の推進を

図ります。 

番号 2-(3)-1 項 目 パブリックコメント制度の充実 

課 題 パブリックコメント規則を定め、市の基本的な計画等の策定について、パブリッ

クコメントを実施しているが、市民からの意見数が少ないものがある。 

方 針 市民の市政への参画を促進するために、パブリックコメント制度の周知を図る。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○市民の市政への参画を促進するために、

パブリックコメント制度の周知を図る。 

○富里市パブリックコメント規則に基づき

各課においてパブリックコメントを実施

する。 

 

○市民の市政への参画を促進するために、パブリッ

クコメント制度の周知を図った。 

○各担当課で 7 案件のパブリックコメントを実施

し、意見提出は 0件であった。 

【Ｒ４年度：実施案件 6件、意見件数 0件】 

 

 

番号 2-(3)-2 項 目 公募による委員等の拡大 

課 題 協働のまちづくりを進めるための手法の一つとして公募委員の登用があり、こ

れまでの取組により公募委員の登用は拡大しているものの、更なる参画機会の

拡大を推進する必要がある。  

方 針 審議会等へ公募による市民を積極的に登用する。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○公募委員の状況を調査し、規則・指針に

基づいて、審議会等で積極的に公募を行

うよう各課に促す。 

 

○公募委員の状況を調査し、規則・指針に基づいて、

審議会等で積極的に公募を行うよう各課に促し

た。13機関で、のべ 42名を公募委員として登用

した。 

【Ｒ４年度機関数：15機関、公募委員数：48名】 
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番号 2-(3)-3 項 目 市民参加機会の拡大 

課 題 協働のまちづくりを進めるためには、更なる参画機会の拡大を図る必要があり、

また、市政への参画については、早期の段階からの参画が望まれている。 

方 針 計画等を策定する場合は、早期から市民の参画を得るよう努める。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○市長の直接的な広聴の場を設け、市民と

市政に対する意見交換を実施し、市民参

加の機会の確保を図る。 

 

○令和２年２月から開始した「まちかど市長室」は、 

市長自らが出向き、市民と意見交換をする新たな 

取組に効果が現れ、市民と行政の情報共有の促進 

と、市民参加の機会が一層図られた。なお、令和５年

度は 4回実施された。 

【Ｒ４年度実施回数：4回】 

○農業連絡協議会や農業士会懇話会を通じて、市

農政への課題や意見を求める。 

 

○農業士会懇話会は新型コロナウイルス感染防止

のため中止となったが、農業連絡協議会情報交換

会を 3回実施した中で、意見交換を行った。 

○市民活動団体の活動支援及び人材育成を目

的に、「とみさと協働塾」を開催するほ

か、若い世代の地域参画として、「若者プ

ロジェクトチームによる目指せ！サスティ

ナブル・コミュニティ事業」を実施する。 

○とみさと協働塾 

 ・団体支援講座(2回) 

 ・まちづくりサポーター養成講座(4回) 

 ・まちづくり交流会を開催 

○若者プロジェクトチーム 

 ・サスティナブル・コミュニティ事業(16回) 

上記事業を実施し市民参加機会の拡大を図った。 

〇都市計画審議会を開催する。 ○都市計画審議会を 4回開催した。 
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基本方針３ 財政基盤の強化 

○歳入改革の強化を柱とした改革の推進において、規制緩和への働きかけによる 

新たな企業立地の促進に向けた企業誘致の推進や、公共施設再編に向けたファ 

シリティマネジメントなど、市の歳入拡大に向けた取組を積極的に行います。 

（１）市税等徴収率の向上                        

市民負担の公平性の確保などの観点から、市税や介護保険料などの徴収率の向上対策

や滞納整理について、積極的に推進します。 

番号 3-(1)-1 項目 市税等徴収率の向上 

課 題 厳しい財政状況の中、徴収率を維持、上昇させ、確実な歳入を確保することが

求められている。 

方 針 関係部署との連携を図り、徴収率の向上に努める。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○市の歳入の根幹となる市税等収入の確保及び

税負担の公平性確保の観点から、富里市市税

等徴収対策基本方針に基づき、厳正に徴収対

策を実施していく。 

・現年課税分の滞納繰越抑制（早期接触、滞納

整理の早期着手） 

・滞納繰越分の圧縮（滞納処分等の徹底） 

・課税客体の適確な把握（実態調査等の強化） 

・納税環境の整備等（口座振替の推進強化） 

○目標徴収率（現年課税分） 

市税98.50％以上  

国民健康保険税91.00％以上 

令和５年度 現年課税分 実績 

○市税  

・調定額   6,736,118,123 円  

・収入済額 6,641,465,279 円  

・徴収率   98.59％ 

(目標比 +0.09ポイント) 

○国民健康保険税 

・調定額   1,088,324,500 円  

・収入済額  985,535,771 円 

・徴収率   90.56％ 

(目標比 -0.44ポイント) 

 

○保育料の徴収率向上に努める。 

〇目標徴収率（現年度分） 

保育料 99.34％ 

○令和５年度 保育料 現年度分 実績 

調定額   57,854,270円 

収入済額 55,536,730円 

徴収率  95.99％ 

（目標比 -3.35ポイント） 
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○介護保険料の督促状・催告書等の送付や日

中・夜間の電話催告等の通年業務を継続。 

○「徴収率向上」「市民起点の施策（市民の利

便性向上）」の観点からコンビニ納付や口座

振替を継続して行い、徴収率の上昇を目標と

する。 

〇令和５年度 介護保険料 現年分 実績 

 調定額  844,891,000 円 

 収入済額 815,833,500 円 

 徴収率  96.56％ 

○介護保険料の督促状は年１０回、催告書は年

２回送付実施。 

○電話催告については、夜間及び日中の時間帯

で計９回実施した。 

○徴収率は前年度比で 0.50％上昇することがで

きた。 

○令和３年度より、コンビニ納付とキャッシュ

レス決済を開始した。 

○令和５年度は口座振替登録も推進し、普通徴

収での納付漏れを防ぐことを行った。 

○給食申込制の実施、法的措置（支払督促）

の実施、児童手当からの徴収を実施する。 

 

令和５年度 給食費現年度分 実績 

〇調定額   171,983,635円 

〇収入済額 167,333,792円 

〇徴収率   97.29％ 

 

徴収率比較 

 市 税 国民健康保険税 保 育 料 介 護 保 険 料 給 食 費 

Ｒ５年度

徴収率 
98.59％ 90.56％ 95.99％ 96.56％ 97.29％ 

Ｒ４年度

徴収率 
98.49％ 90.36％ 96.81％ 96.06％ 97.97％ 
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（２）企業誘致の推進                          

市街化調整区域における規制緩和により、酒々井インターチェンジ周辺や主要幹線道

路周辺等に、新たな企業立地が促進されるよう受入態勢を整備するとともに、積極的

な企業誘致を図ります。 

番号 3-(2)-1 項 目 企業誘致の推進 

課 題 歳入改革において、新たな財源の確保、雇用機会の拡大、地域の活性化の方策

となる企業誘致の検討が必要である。 

方 針 市街化調整区域における規制緩和により、新たな企業立地が促進されるよう受

け入れ態勢の整備に向け、国・県・近隣市町の動向、各法令等の総合的な分析

を庁内研究組織において検討を行う。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○酒々井インター周辺活性化協議会におけ

る近隣市町の状況把握や、第三工業団地

研究会における関係課等との調査・研究

を行う。 

○総会を書面開催により実施したが、年度末に計

画したＮＡＡ講師による研修会は関係市町との

調整がつかず中止となった。 

○「富里市企業立地促進条例」に基づき、

企業立地が促進されるように努める。 

〇国・県・近隣市町の動向に注視しなが

ら、県の担当課と連携を密にし、必要な

補助金等の活用も検討していく。 

 

○富里市都市計画マスタープランに基づく将来的

なまちづくりの実現に向け、市街化区域の用途

地域の見直しに伴う土地利用の高度化や市街化

調整区域における土地利用方針及び地区計画ガ

イドラインに即したまちづくりを視野に入れた

企業誘致を図った。 

 

○市街化調整区域における規制緩和による酒々井インターチェンジ周辺や主要幹線道路周辺等への

新たな企業立地の成果 

 ■酒々井インターチェンジ周辺地区(インターチェンジ活用ゾーン) 

  東京中央木材市場㈱ 【建物用途】倉庫、事務所及び休憩所 【敷地面積】２５,１３７.70㎡ 

完了公告日 令和４年１１月３０日 

 ■市街地形成予定ゾーン 

  ㈱ベルク 【建物用途】商業施設等（店舗数：４棟） 【開発面積】２０，７１１．79㎡ 

  完了公告日 令和５年 ８月３０日 

 ■七栄北大溜袋流通業務地区関係（非住居系開発誘導ゾーン） 

 ㈱エルマックス 【建物用途】流通業務施設（倉庫業を営む倉庫） 【敷地面積】５１，９５９.10㎡ 

完了公告日 令和８年８月完成予定  
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（３）使用料・手数料の適正化                       

公平性の確保と応益負担を原則とした使用料などの適正化を図ります。 

番号 3-(3)-1 項 目 使用料の見直し 

課 題 施設の老朽化等に伴い、修繕費等の維持管理費が増加傾向にあり、現在の使用料

では施設運営が厳しい状況にある。一方、使用料を徴することで、使用者数が減

少している施設もあり、総合的に検討する必要がある。 

方 針 市内公共施設や近隣市町村公共施設との整合性を考慮しつつ、一方で施設を運

営する視点も取り入れ、総合的に検証する。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○保健センター施設の有効活用のため、栄養

実習室、栄養指導室、健診準備室、健康増

進室を貸し出す。 

今後も歳入確保拡大を視野に利用状況を注

視していく。 

○5団体が 4部屋を計 26回使用した。 

使用料 29,650円 

【Ｒ４年度 計 36回使用 使用料 55,975円】 

○農林業センターの現在の状況を踏まえ、

使用料金額を据え置きとする。 

 

○農林業センター使用料 112,810円 

【Ｒ４年度年使用料 73,720円】 

 

○ふるさと自然公園について、調整池の機

能を維持し、用地の有効利用を図る。 

○調整池の機能を維持し、用地の有効利用を図った。 

ふるさと自然公園使用料 231,660円 

【Ｒ４年度年使用料 212,740円】 

○近隣の市営運動場・社会体育館、公民館

等の状況を考慮しながら、施設維持のた

めの適正な使用料とするための検討を行

う。 

 

○施設維持のための適正な使用料とするための 

検討を行った。 

・中央公民館使用料   1,959,920円 

【Ｒ４年度年使用料 1,551,230 円】 

・社会体育館使用料   3,587,040円 

【Ｒ４年度年使用料 3,580,710 円】 

・市営運動場使用料    362,700円 

【Ｒ４年度年使用料  371,050円】 

○他自治体のコミュニティセンター利用減

免団体の対象及び減免割合について、調

査を行う。 

 

○他自治体での減免の状況を踏まえ、本市のコミュ

ニティセンターでの減免の状況について分析を

行った。 

○引き続き、コミュニティセンターの有効活用につ

いても検討を行う。 
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（４）公有財産の運用・管理                        

市が保有する公有財産は売却も含めた有効活用を図るとともに、公共施設等における

稼働率や運営体系等を検証し、再編によるファシリティマネジメントの検討を行いま

す。 

番号 3-(4)-1 項 目 公有財産の有効活用 

課 題 公有財産の有効活用を図るため、財産の把握と適正管理が必要である。 

各部署での財産の有効利用について検証を行う必要がある。 

方 針 公有財産の有効利用について検証するとともに、引き続き適正管理に努め、処分

可能となった財産については売却方法を検討する。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○旧保健センタ―利活用について民間活用

の手法も併せて検討し、実施する。 

○旧保健センターの一部を認可保育施設として貸

付した。 

 貸付先：株式会社エフ・シー・エヌ 

 財産収入：660,000円 

○旧洗心小学校跡地利活用について民間活

用の手法も併せて検討する。 

○旧洗心小学校利活用事業公募型プロポーザルを

実施し、令和 5 年 1 月 10 日に優先交渉権者を決

定した。 

○優先交渉権者と、施設の改修計画等について協議

を継続し、関係機関と確認作業を実施した。 

○富里市南七栄南西地区市有地活用につい

て民間活用の手法も併せて検討する。 

 

○活用に当たっての課題について継続して確認を行う

とともに、公有財産貸付の貸付を一部行った。 

・市有地の有償貸付 170,000円 

○市有地（建物）の有償貸付による財源確保

とともに、土地の処分を含め、有効活用を

図る。 

 

○市有地の適正管理に努めるとともに、市有地の貸

付を行った。 

・市有地の有償貸付 12ヶ所 5,928,669円 

○市役所施設内における自動販売機の設置（賃借）

を入札により実施。 

・３社 2,222,436円 
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番号 3-(4)-2 項 目 公共施設の管理経費の節減 

課 題 石油価格の変動等やＯＡ機器の使用などにより、支出の抑制が難しい。また、

老朽化した設備の更新も進めていかなければならない。 

方 針 電気機器の使用管理や、室内温度管理を徹底し、引き続き継続して節約に取

り組む。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○市役所庁舎等 

令和元年度実績  

電気代    11,627,259円  

ガス代     4,786,949円  

上下水道代 1,618,171円  

燃料代        44,000円  

合計   18,076,379円 

○合計額の5％節減を目指す。 

 

 

○市役所庁舎等(中央公民館含む) 

電気代   12,515,050円 

ガス代    6,164,964円  

上下水道代  1,749,352円  

燃料代     57,000円  

合計    20,486,366円  

○令和元年度実績から 13.3％上昇した。 

※調達価格の高騰による電気・ガス料金の上昇。 

○富里市福祉センター共有スペースの未使

用時の消灯や一部消灯、節水、冷暖房の

適正な使用等、経費の節減を図る。 

 

○富里市福祉センター 

電気代   2,753,440円  

ガス代    258,785円  

上下水道代  347,468円  

燃料代         0円  

 合計    3,359,693円 

○未使用時の消灯や一部消灯、節水、冷暖房の適

正な使用等、経費の節減を図った。 

 

○向台こども園の電気機器の使用管理や、

室内温度管理を引き続き徹底し、継続し

て節約に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

○向台こども園 

電気代   2,565,659円  

ガス代    535,801円 

上下水道代  653,972円 

合計    3,755,432円 

○電気機器の使用管理や、室内温度管理を引き続

き徹底し、節約の取組を行った。 
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○葉山こども園の電気機器の使用管理や、

室内温度管理を引き続き徹底し、継続し

て節約に取り組む。 

 

○葉山こども園 

電気代   2,481,589円  

ガス代    497,754円 

上下水道代 1,102,791円 

合計    4,082,134円 

○電気機器の使用管理や、室内温度管理を引き続

き徹底し、節約の取組を行った。 

○各幼稚園の電気については、電気の使用

状況・実態を把握・分析するため統計を

取る。 

○上下水道については、毎月初めの使用量

の報告及び2週間ごとの報告、夏季のプー

ル指導期間及び冬季の水道管の凍結が心

配される期間中の毎週月曜日ごとに使用

量を報告してもらうなど、漏水等の予

防・早期発見に努める。 

○各幼稚園(富里幼稚園･浩養幼稚園) 

電気代      924,853円  

ガス代      36,511円 

上下水道代    326,427円  

燃料代     52,004円  

合計    1,339,795円 

○電気の使用状況・実態を把握・分析等経費削減

に向けた取組を行った。 

○農林業センターの電気機器の使用・室内温

度管理・節水を徹底し、継続して節約に取

り組む。 

 

○農林業センター 

電気代    413,979円 

ガス代    60,653円 

水道代   198,154円 

 合計     672,786円 

○電気機器の使用管理や、室内温度管理を引き続

き徹底し、節約の取組を行った。 

○コミュニティセンターの共有スペースの

未使用時の消灯や一部消灯、冷暖房の温

度設定等、貼り紙や呼びかけ、見回り等

により、経費削減を図る。 

 

○コミュニティセンター(北部･中部) 

電気代  3,548,988円 

ガス代    71,480円  

上下水道代  385,758円  

 合計   4,006,226円 

○共有スペースの未使用時の消灯や一部消灯、冷

暖房の温度設定等、貼り紙や呼びかけ、見回り

等により、経費削減を図った。 

○水道事業所の会議室、中央操作室の蛍光

灯のＬＥＤ化により節電するとともに、

電気機器の使用管理及び室内温度管理を

徹底し、節約に取り組む。 

 

 

 

 

○水道事業所 

電気代   30,990,822円 

ガス代       19,548円 

燃料代    262,244円 

 合計   31,272,614円 

○電気機器の使用や、室内温度管理について、職

員に意識づけし節約した。 
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○各小学校に設置されているデマンド監視

装置により、電気の使用状況を把握し、

節電や料金の削減に努める。 

○上下水道については、定期的な使用量の

報告により漏水等の予防・早期発見に努

める。 

〇ガス・灯油については必要最低限の使用

とし、使用量の削減に努める。 

○各小学校(7校) 

電気代   24,348,588円  

ガス代   3,096,653円 

上下水道代 10,892,540円    

燃料代    191,914円   

合計    38,529,695円 

○電気の使用状況を把握し、節電や料金の削減を

図った。 

○上下水道漏水等の予防・早期発見に努めた。 

 

○各中学校に設置されているデマンド監視

装置により、電気の使用状況を把握し、

節電や料金の削減に努める。 

○上下水道については、定期的な使用量の

報告により漏水等の予防・早期発見に努

める。 

〇ガス・灯油については必要最低限の使用

とし、使用量の削減に努める。 

○各中学校(3校) 

電気代   12,709,861円  

ガス代   2,649,557円   

上下水道代 3,598,270円 

燃料代     579,740円   

合計    19,537,428円 

○電気の使用状況を把握し、節電や料金の削減を

図った。 

○上下水道漏水等の予防・早期発見に努めた。 

 

○社会体育館の電気機器の使用管理や、事

務室内の温度管理を徹底し、引き続き継

続して節約に取り組む。 

○照明にあってはＬＥＤ化及び、削減が見

込まれる電気料を原資としたリースによ

る整備を検討する。 

 

○社会体育館 

電気代    3,255,236円  

ガス代      26,791円 

上・下水道代  251,436円 

合計     3,533,463円 

○電気機器の使用管理や、室内温度管理を徹底し、

引き続き継続して節約を行った。 

 

○中央公民館の利用状況に応じ、適正な室

内温度管理を徹底し、継続して取り組

む。 

 

○中央公民館 

ガス代     26,268円  

上下水道代  563,987円  

燃料代   2,434,267円 

合計    3,024,522円 

※電気代は市役所本庁舎に含む 

○利用状況に応じ、適正な室内温度管理を徹底し、

継続して取組を行った。 
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○図書館の利用状況に応じた適切な室内環

境の確保に努め、施設の管理経費の節減

に取り組む。 

 

○図書館 

電気代    4,566,389円  

ガス代   4,721,647円  

上下水道代   489,612円 

合計     9,777,648円 

○利用状況に応じた適切な室内環境の確保に努

め、施設の管理経費の節減の取組を行った。 

○消防庁舎について、ビルエネルギー管理

システムにより情報化した空調・照明機

器使用状況を活用し、施設維持管理費の

３％削減を図る。 

○消防庁舎 

電気代   2,668,444円 

ガス代    93,060円  

上下水道代 650,584円  

燃料代   559,000円 

合計   3,971,088円  

○ビルエネルギー管理システムを活用し、室温及

び照明照度の最適化を図り、施設維持管理費の

節減を図った。 

○消防署北分署について、ビルエネルギー

管理システムにより情報化した空調・照

明機器使用状況を活用し、施設維持管理

費の３％削減を図る。 

 

○消防署北分署 

電気代  1,474,868円 

ガス代    46,200円  

上下水道代 316,613円  

燃料代   184,746円 

 合計   2,022,427円  

○ビルエネルギー管理システムにより情報化した 

空調・照明機器使用状況を活用し、経費の節減 

を図った。 

 

光熱水費合計額                           (単位:円) 

 電 気 ガ ス 上下水道 燃 料 合 計 

Ｒ５年度 105,217,766 18,305,672 21,789,208 4,058,671 149,371,317 

Ｒ４年度 130,559,146 21,852,348 19,962,917 5,499,952 177,874,363 

Ｒ３年度  88,698,019 15,929,900 20,549,514 4,763,327 129,940,760 

 

※令和５年度は、令和４年度と比較して28,503,046円減額となったものの、令和3年度と比較すると

19,430,557円増額となっており、依然として世界的な燃料費高騰の影響を受けている状況である。 
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番号 3-(4)-3 項 目 公共施設等総合管理計画の推進 

課 題 人口減少等により公共施設等の利用需要の変化が予測されることを踏ま

え、公共施設等の全体状況を把握し、管理の基本的な方針を定めた公共施

設等総合管理計画の実施が必要である。 

方 針 建築物及びインフラ資産を含めた総合的な管理方針を定める「公共施設等

総合管理計画」に基づき、ファシリティマネジメントの取組手法を検討す

る。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○公共施設等総合管理計画に基づき、各施

設ごとの個別施設計画を策定し、計画的

に維持管理をしていく。 

○計画に基づき維持管理を行った。 

○富里バスターミナル駐車場について、新

たに指定された指定管理者による、より

効率的な駐車場運営を実施する。 

○指定管理者制度による民間のノウハウを活用し

た効率的な施設運営を実施した。 

○富里北部コミュニティセンター及び中部

ふれあいセンターの適正な維持管理に努

め、指定管理者と共に利用者のサービス

向上に努める。（保全マネジメントシステ

ムを活用し、施設の維持管理に努める。） 

○指定管理者である各管理運営委員会と協議を行

い、富里市公共施設等総合管理計画の基本方針

に基づき、適正な維持管理に努めた。 

○富里市校舎等改修改築環境改善計画に係

る計画の見直しを検討するとともに、部

局横断的な実行計画策定の推進を図る 

○中学校施設既存不適格改修工事（シャッ

ター危害防止機構・小荷物専用昇降機防

火区画） 

○日吉台小学校第2校舎屋上防水改修工事実

施設計 

○富里中学校屋内運動場屋上防水等改修工

事実施設計 

 

○富里市校舎等改修改築環境改善計画に係る計画

の見直し(案)を作成した。部局横断的な実行計

画策定の推進を図るために、関係課との協議を

開始した。 

○中学校施設既存不適格改修工事が完了した。 

○日吉台小学校第2校舎屋上防水改修工事実施設

計が完了した。 

○富里中学校屋内運動場屋上防水等改修工事実施

設計が完了した。 

○富里小学校コンピューター室等改修工事実施設

計が完了した。 

○中央公民館、社会体育館、市営運動場に

ついて、公共施設等総合管理計画及び個

別施設計画に基づいて、適切な施設管理

に努める。 

○施設・設備の維持管理に努めた。 

・中央公民館施設修繕料   1,089,00円 

・社会体育館施設修繕料   340,164円 

・市営運動場施設修繕料   228,377円 

  



 

28 

番号 3-(4)-4 項 目 公共施設（建物）再編計画の検討 

課 題 

 

人口減少等により公共施設(建物)の利用需要の変化が予測されることを踏

まえ、全体状況を把握し、施設の必要性、統廃合の可能性、設備投資の方向

性、運営主体の在り方など管理の基本的な方針を定めた公共施設等総合管

理計画に基づいて検討する必要がある。 

方 針 「公共施設等総合管理計画」に基づくとともに、ファシリティマネジメント

の取組手法を研究し、総合的な視点に立った施設の再編を検討する。 

 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○個別施設計画で策定した方針を基に管理

していくが、利用状況などを勘案し、随

時見直しを検討する。 

○個別施設計画で策定した方針を基に管理を実施

した。 

○社会体育館は建物やスポーツ設備の老朽 

化が進みつつあることから、公共施設等

総合管理計画等に基づく安全確保を最優

先とした適切な取組を推進していく。 

○指定管理者制度の導入や施設の有効活用

など財政負担の軽減につながる取組を検

討していく。 

○社会体育館の適切な維持管理に際し、電気使用

量の削減、利便性の向上のため、館内照明の LED

化を検討した。 

○指定管理者制度の導入や施設の有効活用など財

政負担の軽減につながる取組を引き続き、検討

していく。 
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（５）新たな財源の確保                          

新たな歳入の増加を図るためにホームページや広報紙、しおりなどを広告媒体として積

極的に活用します。また、市の施設の有効活用を図るなど、新たな財源確保に向け、調

査・研究します。 

番号 3-(5)-1 項 目 新たな財源の確保 

課 題 有料広告制度により、ホームページや広報紙、一部のしおりなどに広告を掲載

しているが、企業からの応募がなかなか進まない。 

方 針 広告の表示方法や周知方法などを検証するとともに、新たな広告媒体について

開拓する。また、有料広告にとらわれることなく、市の施設へのロケーション

撮影の受入れや、ネーミングライツ、法定外目的税等の導入など、新たな財源

の確保について調査・研究する。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○広報とみさとや市公式ホームページなど

を通じた募集や、過去に掲載した企業へ

の協力依頼、商工会の回覧などを実施し

募集を行う。 

○有料広告の媒体として広報とみさと及び市公式ホ

ームページへの有料広告の掲載募集を行った。 

○広報とみさと 広告掲載収入 357,000円 

 内訳:8,000円 19枠 10,000円×19枠 

15,000円 1枠 

 【Ｒ４年度 広告掲載収入 344,000円 

8,000円 18枠 10,000円×20枠】 

○市公式ホームページ 広告掲載収入 585,000円 

 内訳: 10,000円 56枠 

 【Ｒ４年度広告掲載収入 440,000 円 枠数 44枠】 

 

○富里市立図書館雑誌スポンサー制度に関

して、図書館ホームページ、広報とみさ

とに掲示し、募集を行い財源確保に努め

る。 

 

○スポンサー企業 1社・広告料 24,000円 

内訳:2誌・24月分×1,000 円 

【Ｒ４年度 企業 2社・広告料 36,000円】 

○民間のノウハウを活用し、指定管理者制

度による富里バスターミナル駐車場の有

料化を実施する。 

○富里バスターミナル駐車場指定管理者納付金とし

て市に 900,000 円の収入があり、新たな市の財源

確保に資する取組となった。 

【Ｒ３年度 納付金 480,000 円】 
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○ふるさと納税の新たな返礼品について検

討し、前年度より拡充する。 

 

○ふるさと納税の返礼品を 81品目拡充した。 

○令和４年度と比較して約 2倍の寄附受入額となった。 

寄附受入額 39,791,520円 

ふるさと応援基金積立額 40,831,804円 

【Ｒ４年度 寄附受入額 19,847,499円】 

【Ｒ４年度 基金積立額 19,600,000円】 

○ネーミングライツ事業実施要綱とネーミ

ングライツ導入ガイドラインを策定し、

各課においてネーミングライツ導入を検

討する。 

○各課においてネーミングライツ導入について検討

したが、実施には至っていない。 

○課税課・納税課の受付窓口用封筒につい

て、広告掲載した封筒を作成し、窓口封

筒印刷代の削減を図る。 

（参考） 

4月:窓口封筒の寄附申出書を受領 

5月:封筒掲載原稿作成及び審査・決定 

6月:窓口に封筒を設置 

 

○窓口封筒印刷代 28,875円を削減した。 

印刷部数 7,000枚×3.75円×1.10  

【Ｒ４年度 印刷 11,000枚・45,375円削減】 

○本庁市民課及び日吉台出張所の受付窓口

用封筒について、広告掲載した封筒を作

成し、窓口封筒印刷代の削減を図る。 

（参考） 

4月:窓口封筒の寄附申出書を受領 

5月:封筒掲載原稿作成及び審査・決定  

6月:窓口に封筒を設置 

 

○窓口封筒印刷代 136,125 円を削減した。 

印刷部数 33,000枚×＠3.75 円×1.10 

【Ｒ４年度 印刷 33,000枚・136,125円削減】 

 

 

 

○市民課窓口設置の受付番号発行機につい

て、広告付き番号表示システムを無償導

入することにより、市の財政経費の削減

を図る。 

 

 

 

 

 

○広告付き番号表示システムを導入することによ

り、市の経費削減及び歳入確保が図れるとともに、

行政情報や広告を流すことで来庁者の待ち時間の

負担を軽減し、来庁者の利便性の向上及び窓口事

務の円滑化を図ることができた。 

・番号発行機専用感熱ロール紙（20巻 1箱） 

  ＠18,200円×1.1＝20,020円 

・窓口番号発行機賃借料 

  ＠10,998円×1.1×12月＝145,173円 

○先進事例が数多くある広告付庁舎案内板

及び広告付受付番号案内表示システム導

入することにより、新たな財源の確保を

図る。 

○デジタルサイネージを導入したことによる建物貸

付収入を得た。 

 ・表示灯株式会社 804,000円 
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○新たな財源の確保に資するため、市の施

設でのロケーション撮影を誘致する。 

 

○富里市農林業センターでの撮影活動を誘致した。

誘致作品 1件、歳入 60,000 円 

【Ｒ４年度 作品 2件・歳入 75,000円】 

 

○社会体育館・市営運動場・中央公民館へ

のロケーション撮影を誘致する。 

○社会体育館・市営運動場・中央公民館でのロケーシ

ョン撮影の受入れ実績はなかった。 

 

○社会体育館・中央公民館のネーミングラ

イツの導入等について調査・研究する。 

○調査・研究を行ったが、社会体育館・中央公民館共

に、建築から 40年が経過し、照明器具や空調機の

更新や建物自体の改修が求められるため、安全で

快適に使用できる状態にしてから、ネーミングラ

イツの公募を検討していく。 

 

○民間や個人からの支援プロジェクト等、

消防資機材等支援の可能性について検討

を行う。 

 

○当該支援プロジェクト関連ホームページへのアク

セスが不可となった。このような状況から、今後当

該プロジェクトを活用することは困難であること

から、新たな財源確保の手段について調査を行う。 

 

○地域が利用しない集会所用地などについ

て、駐車場として整備し、貸し出し、新

たな財源の確保を検討する。 

○日吉台五丁目南集会所用地について、コミュニテ

ィ用地として活用することとし、自治会との無償

貸付契約を締結した。 
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（６）行政評価の推進                           

令和３年度に策定された新総合計画に連動した行政評価の手法を検討・実施します。 

総合計画の進捗状況の管理や事業の検証を行い、予算編成に反映する手法について検討

します。 

番号 3-(6)-1 項 目 行政評価と連動した予算編成 

課 題 予算編成に反映しやすい評価手法とするには、適切な成果指標の設定や検証方

法の検討が必要である。 

方 針 行政評価の結果を予算編成に反映し、より効果的で効率的な行政運営を目指す。

また、より予算編成に反映しやすい仕組みとなるよう評価手法等についても検

討を行う。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○事務事業評価において、一定の基準や指

標をもって、妥当性、達成度や成果を判

定する行政評価と位置付けるとともに、

予算編成に反映しやすい仕組みとなるよ

う評価手法等についても検討を行う。 

○新たな総合計画に沿って、ＰＤＣＡサイクルによ

る事業検証に加え、Ｄ－ＯＯＤＡループを活用し

現場において臨機応変に軌道修正できる体制を

整え、予算編成及び事業展開を見据えることがで

きた。 
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基本方針４ 行財政の効率的運営 

○少子高齢化や市民ニーズの多様化などに対応するため、今までにも増して、行政は

最少の経費で最大の効果を挙げることが必要です。 

○このため、計画的で健全な財政運営を行い、財源、職員、施設など限りある行政資

源を有効に確保・活用するとともに、民間活力などの活用を図ります。 

 

（１）計画的な財政運営及び財政の健全化                  

決算に基づく健全化判断比率等や公会計制度を参考としながら、健全性が維持できる

計画的な財政運営を図ります。また、収支の均衡、財政構造の弾力性の確保、行政水

準の維持及び向上、財政運営の効率性・公正性及び長期的な安定性を推進し、財政の

健全化を図ります。 

番号 4-(1)-1 項 目 健全化判断比率等の公開 

課 題 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成 21 年 4月から全面的に施

行され、市の財政状況を判断するために健全化判断比率の算定及び公表が義務

付けられた。 

方 針 従来の一般会計(普通会計)が中心であった財政分析を、公営企業、特別会計及び

一部事務組合などを含んだ財政分析を行い、市全体の財政状況をより明らかに

するとともに県内市町村と比較をするなど状況把握に努める。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○令和４年度決算に基づいて、健全化判断

比率等の公開を市公式ホームページ及び

広報とみさとで公表するとともに県内市

町村との比較を公表する。 

 

令和４年度決算に基づいて公表を行った。 

○財政力指数   0.76 

・県内市町村平均 0.70  

・類似団体 132団体中 1位 

○経常収支比率   93.0％ 

・県内市町村平均 92.7％  

・類似団体 132団体中 79位 

○将来負担比率   －％ 

・県内市町村平均 23.4％ 

・類似団体 132団体中 1位 

○実質公債費比率  7.1％ 

・県内市町村平均  5.6％   

・類似団体 132団体中 33位 
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番号 4-(1)-2 項 目 経常収支比率の改善 

課 題 毎年度、経常的な経費が減少せず、硬直化した現状にある。 

方 針 経常的経費まで踏み込んだ事業精査を行い、経常収支比率を 90％未満にする。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○経常的事業についても事業の優先度を見

極めるなど経常経費の削減に努めるとと

もに、市税確保に併せて新たな収入を図

るなどの歳入改革を行う。 

 

○予算編成時において、事業の優先度の見極めを行

い、一件査定等で経常経費の削減に努めるととも

に、行政改革等の推進により歳入改革を進めるこ

とができた。 

○経常収支比率は、経常一般財源である臨時財政対

策債が減少したことなどにより、対前年度比＋

1.5ポイントとなった。 

・経常収支比率 94.5％ 

【Ｒ４年度 経常収支比率 93.0％】 

○実施計画における各事務事業の評価を実

施するとともに、評価結果から実施内容

の改善に向けた検討を行う。 

○財政担当課においては、次年度予算編成

に当たり、経常経費を含め全ての事業を

対象に一件査定を行うとともに、財源確

保の検討を行う。 

○設定した指標の達成度を参考に、次年度へ向けた

改善点や事業展開をシートに記入し見える化す

ることで、より明確な共通認識の下、検討するこ

とができた。 

○予算編成にあたり財政担当と政策担当が連携し

政策実行計画ヒアリングを行うとともに、財源の

確認を行い、本市にあった予算編成を行った。 
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（２）財政支援団体等への行政関与の見直し                 

各種財政援助団体などに対する補助金などについては、行政として対応すべき必要

性、経費負担の在り方などについて定期的に検証するとともに、財政援助団体などの

自立を促進するため、市の関与の在り方について検討します。 

番号 4-(2)-1 項 目 補助金の見直し 

課 題 補助事業の目的やその効果について検証し、最大の効果が挙がる補助の在り方

について考慮していく必要がある。 

方 針 3年を目途に補助金の全体的な見直し検討（補助目的の達成度、公平性、透明性

など）を行う。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○補助金交付基準及び補助金見直し基準に

基づき予算編成を行う。 

○次回見直しに向け、方針を検討する。 

○見直しの方向性に則り、各課で令和６年度予算を

編成した。 

○次回補助金見直しに向け、方針を検討した。 

 

 

 

番号 4-(2)-2 項 目 財政援助団体への行政関与の見直し 

課 題 団体への行政の関与のあり方について研究したが、団体の規模、事業の目的や性

質など多岐にわたっており、団体に対する画一的な関与に関する指針を策定す

るのは難しい状況である。 

方 針 所管課において団体への行政関与について検討・見直しを行う。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○所管課において財政援助団体に対し、補

助金の額や行政関与について検討・見直

しを行う。 

 

○現在の状況を踏まえ、継続維持することとした。 
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（３）民間活力の活用                           

行政コストの縮減を目指して民間活力を活用するため、指定管理者制度、民間委託な

どの活用を図ります。なお、導入に際しては、行政責任の確保と市民生活の安全性、

市民サービスの向上に留意します。 

番号 4-(3)-1 項 目 指定管理者制度・民間委託等の推進 

課 題 より効率的・効果的なサービスの提供や施設の管理をするため、市の実施して

いる業務の検証や施設の利用及び管理状況を検証し、業務委託や指定管理者制

度の導入を検討することが必要である。 

方 針 市で行っている施設の管理運営や業務については、指定管理者制度・民間委託

導入の可能性を定期的に検証し、可能なものについては活用を進めて行く。ま

た、新たに設置する施設については必ず当該適用について検討する。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○個別施設計画で策定した方針をもとに管

理していくが、利用状況などを勘案し、

随時見直しを検討する。 

 

○新たな委託や指定管理者等の導入はなかった。 

○富里市の官民連携の考え方に示す、事務

の効率化やコスト縮減による行政のスリ

ム化と行政力の強化により、持続可能で

良質な市民サービスの提供を目指すた

め、官民連携を推進し、市民サービスや

行政の生産性の向上、民間事業者の新た

なビジネスチャンスを創出し、地域経済

や地域産業の活性化を図る。 

 

○とみさとエナジーによる電気取次事業を運用

し、その収益から還元事業として道路管理サー

ビス、デジタルコンテンツの制作、ドローン活

用した災害訓練を実施した。 

○旧洗心小学校については、利活用に関するプロ

ポーザル公募による優先交渉権者と継続して協

議を進めた。 

○順天堂大学及び日本大学（芸術学部・危

機管理学部・スポーツ科学部・理工学

部）の持つ知的財産や人材、学生の力と

いった資源を活用し、大学・市民・行政

が連携した魅力あるまちづくりを推進す

る。 

 

 

○順天堂大学との壮年期からの健康づくり教室、

日本大学芸術学部と観光 PR動画の制作等や、日

本大学理工学部の授業で富里市のフィールドを

活用して実践した。 
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○福祉センターの指定管理について、富里

市社会福祉協議会に委託しており、業務

状況等を検証する。 

 

○富里市社会福祉協議会の業務については、適宜

状況を把握し、併せて市との情報共有を図り、

利用者のニーズに対応したサービスの提供を行

った。 

○令和 4 年度から市職員を派遣し、業務の改善、

情報発信の強化に努めた。 

 

○富里市こども館について、委託している

指定管理者の業務状況等を検証する。 

 

○指定管理者の業務については、適宜状況を把握

し、併せて市との情報共有を図り、利用者のニ

ーズに対応したサービスの提供を行った。 

 

○農林業センターの利用状況、ニーズ等を

踏まえ、指定管理者制度の適用について

検討を行う。 

○農林業センターは、農林業振興に資する利用を

目的としており、利用者が限られていることか

ら継続して直接管理とすることとした。 

○施設管理及び清掃業務について、公益社団法人

富里市シルバー人材センターへの委託を継続と

した。 

 

○富里北部コミュニティセンター及び中部

ふれあいセンターについて、業務を委託

している指定管理者の業務状況等を検証

する。 

○富里北部コミュニティセンター及び中部ふれあ

いセンターの指定管理者の業務については、適

宜状況を把握し、併せて市との情報共有を図り、

利用者ニーズに対応したサービスの提供を行っ

た。 

 

○富里バスターミナル駐車場について、委

託している指定管理者の業務状況等を検

証する。 

 

○民間事業者による指定管理により、駐車場の良

好な維持管理及び適正な運営が実施され、市の

人的、財政的負担の軽減が図られた。 

○社会体育施設の受付業務については、

（公社）富里市シルバー人材センターに

委託を行っているが、今後、施設管理も

含めた委託の導入について検討を行う。 

○社会体育施設の受付業務について、シルバー人

材センターへの委託を継続し、引き続き、施設

管理も含めた委託の導入について検討を行っ

た。 
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（４）公共事業の適正化                           

透明性を確保するため、積極的に競争入札を実施するとともに、調査・設計・発注・

施工の各段階における事業システムを総点検し、公共工事のコスト縮減を図ります。 

番号 4-(4)-1 項 目 入札制度の見直し 

課 題 公共工事における入札制度は、より入札等の透明性の確保、公正な競争の促進、

適正な施工の確保などの改善に取り組む必要がある。 

方 針 入札の透明性、競争性、適正な施工等の確保を図りつつ、刻々と変化する経済情

勢・社会情勢に柔軟に対応できるよう、国や近隣自治体の動向も踏まえ、入札契

約制度のより一層の適正化に向けた取組を進める。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○入札契約制度のより一層の適正化に向け、

入札制度の見直しを検討していく。 

 

○ちば電子調達システムに参加し、財産貸付に係る

もの以外の業種を電子入札にて、全ての業種を一

般競争入札で実施した。 

○総合評価落札方式一般競争入札において、工事等

対象価格を定めて実施した。（2件） 
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番号 4-(4)-2 項 目 公共工事のコスト縮減 

課 題 公共工事の減少に伴い、建設発生土等の工事間利用が難しくなっていることや、

再生材の利用が一般化したことからコストを縮減するための新たな取組が難し

くなっている。 

方 針 関係各課等と連携し、建設発生土等の工事間利用を促進するとともに、引き続き

コスト縮減策について検討を進める。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○計画及び過年度の整備量から整備単価を

分析し、より一層のコスト縮減方策につ

いて検討を進める。 

【建設課工事】 

○建設発生土を他工事との工事間流用（処分：約 377

㎥）により約 49万円削減した。 

○施工方法について再検討を行い、より一

層のコスト縮減を図る。 

【都市計画課工事】 

○建設発生土の事業内流用により盛土用土砂購入

費を 990,000円削減した。 

○関係各課等と連携し、施工箇所を合わせ

て行うこと等により、公共工事のコスト

縮減を図る。 

【上下水道課工事】 

○将来計画に位置、時期を合わせることで、路面復

旧 A=82ｍ2、803,000円を削減した。 

 

 建 設 課 都 市 計 画 課 上 下 水 道 課 

Ｒ５年度削減額 490,000円 990,000円 803,000円 

Ｒ４年度削減額 2,100,000円   852,600円 695,000円      

※削減額は当該年度に実施する工事の発注状況等に応じて異なります。 
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（５）広域連携の推進                           

単独の自治体よりも、広域的に行うことで効率化やコスト削減につながる事業につい

て、国、県、近隣自治体と連携し広域化について研究を進めます。 

番号 4-(5)-1 項 目 広域連携の推進 

課 題 広域化を行うことにより効率化やコスト削減につながる事業について、検討す

る必要がある。 

消防広域化について、本市は国の「市町村の消防の広域化に関する基本指針」

に基づく「準特定小規模消防本部」に該当し、県より「広域化対象市町村」に

指定された。 

当該指針は平成 30 年 4 月に一部改正され、消防の広域化推進期限が令和 6 年

4月までとされた。 

方 針 国や県、近隣自治体と連携し、消防広域化に限らず、可能性のある事業につい

て広域化の検討に向けた取組を進める。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○印旛広域水道は年々状況が変化し出資金

等が増減するため財政担当課と予算関係

の連携を図るとともに、他の広域行政が

示された場合においても担当課と連携を

図っていく。 

 

○印旛広域水道については、財政担当課と連携を

図り予算を確保した。 

・令和５年度支出額 

補助金 143,000円 

出資金 5,889,000円 

○旧岩崎家末廣別邸に関連した「岩崎家ゆ

かりの地」広域連携事業を通じて、高知

県安芸市、岩手県雫石町、東京都台東区

での富里市PR及び4地域合同のプロモーシ

ョン活動内で富里市を効果的にPRする。 

 

○高知県安芸市、岩手県雫石町、富里市の各地で

相互に産品の販売を行う「岩崎家ゆかりの地フ

ェア」を約１カ月間開催し、フェアの流通総額

は、529,140円となった。 

○旅行雑誌「旅の手帖」に岩崎家ゆかりの４地域

の紹介を掲載した。 

○岩崎家ゆかりの４地域を紹介するパンフレット

を印刷して各地域で配布した。 

以上 3事業で効果的に富里市をＰＲできた。 

○消防広域化に係る印旛地域関係部課長･消

防長会議１回開催 

 

○印旛地域における広域化の調査研究結果の最終

報告が行われ、分析結果をもとに千葉県と意見

交換を実施した。 
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基本方針５ 組織と人事管理 

○新たな行政課題や市民ニーズに的確に応えるため、適時体制を見直すとともに、 

効果的かつ効率的な職員の活用を図り、適正な定員管理に努めます。 

○また、地方分権型社会の進展により、職員に求められる役割はますます大きく重要

になってきています。 

○このため、危機管理意識や、物事に挑戦意欲があり、また、経営感覚を発揮できる

人材の育成と意識改革に努めます。 

 

（１）組織・機構の見直し                         

地方分権型社会に対応し、新たな行政課題や市民のニーズに的確に応える政策や施策

を展開できる組織体制の整備を進めます。 

番号 5-(1)-1 項 目 組織の見直し 

課 題 地方分権の推進や市民との協働の推進など、社会情勢や課題に即した組織の構

築が必要である。 

方 針 複雑・多様化する市民ニーズに対応するため、引き続き効率的な組織体制の確立

を目指す。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○新たな行政課題や市民のニーズに的確に

応える政策や施策を展開できる組織体制

の見直しを行う。 

 

○様々な施策を実行し、業務の管理において効率的

かつ効果的に取り組むことのできる組織を目指

し、組織体制の再編について検討した。 
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（２）定員管理の適正化                          

社会経済情勢の変化を踏まえ、効果的・効率的な職員の活用を図ります。また、指定

管理者制度の活用や民間委託を推進するとともに、地方分権の進展に伴う権限移譲に

も対応する適正な定員管理に努めます。 

番号 5-(2)-1 項 目 定員の適正管理 

課 題 定員適正化計画により、計画的な定員の管理を行ってきたが、今後も業務量と

定員数のバランスに配意しながら定員管理をしていく必要がある。 

方 針 類似団体等の状況を把握しながら、今後も適正な定員管理に努める。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○社会経済情勢の変化を踏まえ、効果的・

効率的な職員の活用を図る。 

○類似団体の状況を把握しながら、適正な

定員管理を行う。 

 

令和 5年 4月 1日現在 

任期の定めのない職員数 467人 

（普通会計 431人 一般行政 297人） 

 

＜人口 1万人当たりの職員数＞ 

○普通会計 87.24人 

・類似団体 134団体平均 106.85人  

・134団体中 25位 

○一般行政 60.12人 

・類似団体 134団体平均 83.26 人 

・134団体中 6位 

 

 
職 員 数 

( 4 / 1 現 在 ) 

普 通 会 計 

人口１万人当たりの職員数 

（ 類 似 団 体 平 均 ） 

一 般 行 政 

人口１万人当たりの職員数 

（ 類 似 団 体 平 均 ） 

Ｒ５年度 467人 
87.24人 

(106.85人) 

60.12人 

(83.26人) 

Ｒ４年度 449人 
83.19人 

(106.19人) 

56.68人 

(82.56人) 
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（３）給与の適正化                            

国の公務員制度改革や給与構造改革の動向を踏まえ、給与制度、運用、水準の適正化

を推進します。 

番号 5-(3)-1 項 目 人事評価システムの充実 

課 題 これまで実施してきた人事評価制度を更に充実させるため、地方公務員法に基

づき、本市の実情に応じた評価制度を適切に導入し、更なる人材育成に努める必

要がある。 

方 針 人材育成・評価の根本的な基準となる「人材育成基本方針」の全面的な見直し作

業を完了し、今後その方針を有効に活用、給与や昇格など職員の処遇に反映させ

ていく。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○地方公務員法に基づく人事評価を実施し、

結果を勤勉手当及び昇給に反映させる。 

 

○地方公務員法に基づく人事評価を実施し、結果を

勤勉手当及び昇給に反映した。 

 

 

番号 5-(3)-2 項目 給与の適正化 

課 題 職務給の原則、均衡の原則に基づき、引き続き各種手当等の見直しを検討する必

要がある。 

方 針 地方公務員の給与決定原則に基づき、国、県等の動向を注視しながら、地域の実

情に応じた適切な手当等の支給により、職員のモチベーションや公務能率の維持

向上を図っていく。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○国、県等の動向を注視するとともに、公

務能率の向上に資するべく、各種手当等

の適正化に向け、見直しを行う。 

 

○市長、副市長、教育長の給料に対して、様々な施

策実行の財源とするために減額措置を行った。 

○人事院や千葉県人事委員会勧告に基づき、勤勉手

当の引上げ（0.05月）を実施した。 
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（４）人材育成と職員の意識改革                          

地方分権の進展において積極的な役割を果たすために、挑戦意欲があり、経営感覚を

発揮することが必要であり、その能力を養うため、全庁的な人材育成を図ります。 

番号 5-(4)-1 項 目 研修の充実 

課 題 業務の専門化、高度化などにより、これまで以上に研修の機会が必要となって

いる。また、職員の意識改革を図る一環として、全国規模の研修派遣や民間企

業などへの出向研修を検討する必要がある。 

方 針 複雑多様化する市民ニーズに対応するため、引き続き、職員の資質向上に努め

ていく。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○職員の意識改革を図る一環として、全国

規模の研修派遣や民間企業などへの出向

研修を行う。 

○庁内研修をはじめ研修機関等による一般

研修・専門実務研修を実施する。 

 

○研修派遣先 

・経済産業省、全国市長会、千葉県市町村課など 

○研修実績 

・庁内研修 382人 

・千葉県自治研修センター 31人 

・印旛広域市町村圏事務組合 81人 

・市町村アカデミー 18人 

・自治大学校 1人 

・その他 8人 

計 521人 
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番号 5-(4)-2 項 目 自主研究グループの充実 

課 題 施策別自主研究グループについて、より政策提言に生かせるよう制度の充実を

図る必要がある。 

方 針 制度の周知・徹底を図るとともに、併せて制度の充実を検討する。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○職務階層に応じた共通する基本的な能力

の向上及び本市の重点施策、課題等を中

心とした、職員に求められる専門的知識

や能力の向上を図るため、庁内研修や自

主研究グループによる研究を行う。 

○勉強会等を実施した。 

・富里市地域公共交通に関する研究会 

・富里市普通財産利活用戦略プロジェクト 

・富里市子ども・子育て支援事業計画研究班 

 

（５）危機管理体制の充実                         

近年の大規模災害での経験を踏まえ、自然災害における防災行動を促す取組を行うと

ともに、感染症対策など様々な危機事態に対応し、市民の生命、身体、財産を守り、

市民が安心して暮らせるよう、防災・危機管理体制の強化を図ります。 

番号 5-(5)-1 項 目 自主防災活動の推進 

課 題 「自分たちの地域は自分たちで守る」という「共助」としての地域防災活動に

当たる自主防災組織の結成と活動の支援を行うなど自主防災組織の普及促進

に取り組んでいく必要がある。 

方 針 結成及び活動の推進については、防災意識向上のために啓発を行い、自主防災

組織支援事業等を活用し、結成への取組を支援するとともに、防災訓練等の自

主防災組織の活動及び運営に対して、引き続き支援を行っていく。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○令和元年の一連の災害では共助としての

成果が見られたことから、継続して活動

の支援を行う。未設立の小学校区につい

ては一部で設立の動きもあることから、

状況を注視し、設立に向けて支援をして

いく。 

○自主防災組織支援事業補助金（防災資機材購入

支援）交付 

・３団体【小学校区】（日吉台、根木名、第一） 

○自主防災組織支援事業補助金（活動補助）交付 

・２団体【小学校区】（日吉台、根木名） 
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番号 5-(5)-2 項 目 危機管理体制の強化 

課 題 天災などの災害時については、地域防災計画の修正に伴う全庁的な危機管理体

制の見直しを要する。また、危機管理については、個別の事態が発生することが

想定され、各担当部署での適切な対応と、職員一人ひとりの意識の向上が必要で

ある。 

方 針 国や県の各計画の修正等、今後の動向を踏まえながら、適宜、地域防災計画や業

務継続計画の修正を行うとともに、全庁的な危機管理体制の構築を含め、危機管

理の強化を図る。 

 

令和５年度における主な取組計画における実施内容 

主な取組計画 実施内容 

○各課等の災害時配備体制の確認を行う。

また、新規採用職員研修や、地域防災計

画に基づく各種訓練を実施する。 

 

○危機管理体制関連項目を実施した。 

・各課等に災害時の配備体制表作成を依頼 

・新規採用職員研修において、富里市の防災体制に

ついて講義 

・新規採用職員研修において、土嚢作成訓練・防災

資機材習熟訓練を実施 

・新規採用職員・避難所担当職員に対し、避難所開

設訓練を実施 

・防災・防犯メールによる職員参集訓練を実施 

・災害対策本部員等に対し、災害対策本部運営(図

上)訓練を実施 

 

 


